
 

 漁業法（昭和 24 年法律第 267 号）第 58 条において読替えて準用する同法第 42 条第１項の規定により、神奈川県漁業調整規則（令和

2 年神奈川県規則第 91 号）第５条第１項第５号の漁業に関する同規則第 12 条第１項各号に掲げる事項及び同条第 2 項に規定する許可

又は起業の認可を申請すべき期間について、次のように定める。  

 

許可又は起業の認可をする総トン数及び漁業者の数その他の制限措置並びに許可又は起業の認可を申請すべき期間  

漁業種

類  

許可又は

起業の認

可をすべ

き漁業者

の数（人） 

推 進

機 関

の 馬

力数  

操業区域  漁業時期  許 可又 は 起

業 の認 可 を

す べき 漁 業

者の資格  

（規則第 14 条第１

項により許可又は

起業の認可時に付

加する条件）  

許可又は

起業の認

可を申請

すべき期

間  

許 可 の

有 効 期

間  

ひらめ

三枚網

漁業  

  １  

 

 

 

定 め

なし  

次の線により囲まれた区域。た

だし、共同漁業権の漁場の区域お

よび東京電力（株）久里浜火力発

電所南岸防波堤東端より笠島見

通し線以南の区域を除く。  

ア  横須賀市明神埼突端と千葉

県富山山頂とを結ぶ線  

イ  三浦市雨埼突端と千葉県鋸

山頂上とを結ぶ線  

ウ  三浦市剣埼灯台中心点と横

須賀市海獺島燈標中心点とを

結ぶ線  

エ  ア線上明神埼突端から４ km

の点とイ線上雨埼突端から４

km の点とを結ぶ線  

１ 月 １ 日

か ら ３ 月

31 日まで  

横 須賀 市 西

浦 賀に 漁 業

根 拠地 を 有

している者  

１ .網の張立時間は

15 時から翌日 10

時までとする。  

２ .漁具の規模の限

度は次のとおり

とする。  

(1)目合  15 ㎝以上  

(2)網の高さ  

 ３ｍ以下  

(3)網 1 反の長さ  

70ｍ以下  

(4)1 隻の網の使用  

反数  15 反以下  

令和４年

９月 29 日

から令和

４年 10 月

28 日まで  

令 和 ４

年 11 月

28 日か

ら 令 和

９年 11

月 27 日

まで  

 

 

同上    ２  

 

同上  次の線により囲まれた区域。た

だし、共同漁業権の漁場の区域を

除く。  

ア  横須賀市明神埼突端と千葉

同上  横 須賀 市 長

沢 に漁 業 根

拠 地を 有 し

ている者  

同上  同上  同上  



 

県富山頂上とを結ぶ線  

イ  三浦市雨埼突端と千葉県鋸

山頂上とを結ぶ線  

ウ  三浦市剣埼灯台中心点と横

須賀市海獺島灯標中心点とを

結ぶ線  

エ ア線明神埼突端から４km の

点とイ線上雨埼突端から４ km

の点とを結ぶ線  

同上  ５  

 

同上  同上  同上  三 浦市 南 下

浦 町上 宮 田

に 漁業 根 拠

地 を有 し て

いる者  

同上  同上  同上  



 

 

 



 

きす一

枚網漁

業  

１  

 

同上  横須賀市野比地先サク根と千

葉県富津市浜金谷港灯台との見

通し線から、三浦市南下浦町松輪

地先黒島頂上と千葉県富津市明

鐘岬との見通し線に至る神奈川

県海面。ただし、共第 1 号及び共

第 3 号共同漁業権の漁場の区域を

除く。  

４ 月 １ 日

から 12 月

31 日まで  

三 浦 市 南

下 浦 町 上

宮 田 に 漁

業 根 拠 地

を 有 し て

いる者  

網の目合は、2.7 セン

チ メ ー ト ル 以 上

（ 15 センチメー

トルにつき 12 節

以下）とする。  

同上  令 和 ４

年 11 月

28 日か

ら 令 和

８ 年 ７

月 31 日

まで  

か れ

い、す

ずき、

めばる

一枚網

漁業  

１  

 

同上  三浦市南下浦町上宮田、横須賀

市津久井境界線と最大高潮時海

岸線との交点より正東の線から、

三浦市南下浦町金田ボッケ埼よ

り正東の線に至る神奈川県海面。

ただし、共第 1 号及び共第 3 号共

同漁業権の漁場の区域を除く。  

１ 月 １ 日

から 12 月

31 日まで  

三 浦 市 南

下 浦 町 上

宮 田 に 漁

業 根 拠 地

を 有 し て

いる者  

１．網の目合は次の

とおりとする。  

(1)すずきを目的と

するもの 9 ㎝以上  

(2)めばるを目的と

するもの 6 ㎝以上  

２．網の張立時間は

15 時から翌日 10

時までとする。  

同上  令 和 ４

年 11 月

28 日か

ら 令 和

８ 年 ７

月 31 日

まで  

ひらめ

一枚網

漁業  

２  

 

同上  三浦市三崎町城ヶ島灯台と静

岡県伊豆市天城山頂上との見通

し線から、藤沢市、茅ヶ崎市境界

線と最大高潮時海岸線との交点

より正南の線に至る神奈川県海

面。  

ただし、横須賀市秋谷長者ケ埼

突端、同突端と中郡大磯町高麗山

頂上との見通し線と三浦郡葉山

町地先名島頂上と大磯港西防波

堤灯台との見通し線の交点及び

大磯港西防波堤灯台の３点を順

11 月 １ 日

か ら 翌 年

４月 30 日

まで  

横 須 賀 市

長 井 に 漁

業 根 拠 地

を 有 し て

いる者  

漁具の規模は次のと

おりとする。  

１．目合 15 ㎝以上  

２．網丈 4.5ｍ以下  

同上  令 和 ４

年 11 月

28 日か

ら 令 和

８年 10

月 31 日

まで  

令 和 ５

年 ２ 月

18 日か

ら 令 和

８年 10



 

次結んだ線以北の区域並びに共

同漁業権の漁場の区域を除く。  

月 31 日

まで  

 



 

同上  １  

 

同上  平塚市地先総合実験タワーよ

り正南の線から中郡大磯町、同郡

二宮町境界線と最大高潮時海岸

線との交点より真方位１６４度

２８．０分の線に至る神奈川県海

面。ただし、共同漁業権の漁場の

区域を除く。  

11 月 １ 日

か ら 翌 年

４月 30 日

まで。ただ

し、平塚市

地 先 に あ

っては 12

月 1 日から

翌 年 3 月

31 日まで

とする  

中 郡 大 磯

町 に 漁 業

根 拠 地 を

有 し て い

る者  

漁具の規模は次のと

おりとする。  

 1 目合 15 ㎝以上  

 2 網丈 4.5ｍ以下  

同上  令 和 ４

年 11 月

１ 日 か

ら 令 和

８年 10

月 31 日

まで  

 

操業区域  

平塚市地先総合実験タワーより正南の線から中郡大磯町、同郡二宮町境

界線と最大高潮時海岸線との交点より真方位１６４度２８．０分の線に至

る神奈川県海面。  

ただし、共同漁業権の漁場の区域を除く。  

 

付    記  

１  この処分について不服がある場合は、この処分があったことを知った日の翌日から起  

算して 60 日以内に農林水産大臣に対して審査請求をすることができます。  

２  この処分については、上記１の審査請求に対する裁決があったことを知った日の翌日  

から起算して 6 ヶ月以内に神奈川県を被告として横浜地方裁判所に処分の取消しの訴え  

を提起することができます。  

３  上記２の処分の取消しの訴えは、上記１の審査請求に対する裁決を経た後でなければ、  

提起することができません。ただし、次の①から③までのいずれかに該当するときは、  

審査請求に対する裁決を経ないで、この処分の取消しの訴えを提起することができます。  

①  審査請求があった日から３ヶ月を経過しても裁決がないとき。  

②  処分、処分の執行又は手続の続行により生ずる著しい損害を避けるための緊急の必  

要があるとき。  

③  その他裁決を経ないことにつき正当な理由があるとき。  

 

総合実験タワー  

164 度 28.0 分  


